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第3子以降保育料無料化　　特定教育・保育施設等（保育所等）

対象者： 保護者及び対象児童が玉村町に住所を有していること。子どもを3人以上扶養していること。

内　容： 第３子以降の児童に係る保育料を、申請により無料化します。

問合せ： 《子ども育成課　保育係》　　　　℡：0270-64-7719

第３子以降副食費無料化　特定教育・保育施設等（保育所・幼稚園・認定こども園）

（新） 対象者： 保護者及び対象児童が玉村町に住所を有していること。子どもを3人以上扶養していること。

内　容： 第３子以降の児童に係る副食費を、申請により無料化します。

問合せ： 《子ども育成課　保育係》　℡：0270-64-7719
《学校教育課　庶務係》　　℡：0270-64-7713

小中学生給食費一部補助

対象者： 町立小学校・中学校に通う全児童・生徒

内　容： 学校給食費の一部補助

問合せ： 《学校給食センター》　℡：0270-65-6706

子ども医療費無料化

対象者： 中学校卒業までの子ども

内　容： 医療費（入院・外来ともに）について無料化を実施。（群馬県内の市町村で一律実施）

問合せ： 《住民課　国民健康保険係》　℡：0270-64-7702

木造住宅耐震改修補助金事業

対象者： 旧耐震基準で建築された木造住宅で耐震診断による総合評点が1.0未満住宅の所有者

内　容： 耐震改修費用の1/2以内で上限80万円

問合せ： 《都市建設課　住宅政策係》　℡：0270-64-7707

文化センター周辺住宅団地定住促進奨励金

対象者： 文化センター周辺住宅団地の宅地売買契約を締結し、①～のいずれにも該当するもの
① 世帯の市町村民税等の滞納がないこと
② 宅地売買契約後、３年以内に居住用住宅の建築工事請負契約を締結することを確約すること
③ 住宅取得者及びその世帯員が玉村町暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団員または
暴力団もしくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者、総会屋またはこれに準ず
る者でないこと

内　容： １棟につき５万円を交付

問合せ： 《都市建設課　まちづくり係》　℡：0270-64-7707

市民農園

対象者： 町民

内　容： ４ヶ所の市民農園を運営

問合せ： 《公益財団法人玉村町農業公社》　℡：0270-64-3122
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